
大戸川ダム放流設備水理検討業務

本業務は、大戸川ダムにおける常用洪水吐き、非常用洪水吐き、堤趾導流
壁、減勢工における水理上の課題について、水理模型実験により放流能力
や流況の確認を行い、最適な放流設備の配置形状を提案することを目的と
する業務である。

分任支出負担行為担当官
近畿地方整備局　大戸川ダム工事事務所長
宮川　仁
滋賀県大津市大萱一丁目１９番３２号

令和　７年　４月　１日

国立研究開発法人土木研究所

茨城県つくば市南原１番地６

６６，０００，０００円（税込み）

６６，０００，０００円（税込み）

　本業務は、大戸川ダムにおける常用洪水吐き、非常用洪水吐き、堤趾導流壁、
減勢工における水理上の課題について、水理模型実験により放流能力や流況の確
認を行い、最適な放流設備の配置形状を提案することを目的とする業務である。
　本業務の実施にあたっては、①ダム水工に関する高度な専門知識を有している
こと、②流水型ダムの水理模型実験の実施に関して、実験内容の企画や実験手法
の決定、実験の品質管理を適切に行うための幅広い知見を有していること、③流
水型ダム本体の全体模型実験が実施可能な規模及び給水設備を備えた屋内水理実
験場を有すること④ダム水工に関する高度な専門知識を有するとともに、流水型
ダムを対象とした水理模型実験の実施に関する幅広い知見を有する技術者を配置
できること、が求められる。
　国立研究開発法人土木研究所は、水工研究グループの水工チームを組織してお
り、研究員が専らダムや河川に係わる水理模型実験等による水理現象の研究を
行っている。これまで流水型ダムも含め構造や規模の異なる多数のダムの水理模
型実験の実績と幅広い知見を有している。また、必要となる設備やスペースを有
する水理模型実験施設を保有していることから本業務を履行するに必要な要件を
具備していると判断できる。
　以上のことから、本業務を履行するに必要な要件を具備している機関として国
立研究開発法人土木研究所を特定し、「公共調達の適正化について」（平成１８
年８月２５日付け財計第２０１７号）及び「参加者の有無を確認する公募手続」
（平成１８年９月２８日付け国官会第９３５号）に基づき、国立研究開発法人土
木研究所以外の参加者の有無を確認するための公募手続を行ったところ、他者か
ら本業務への参加意思を表明する書類は提出されなかったことから、国立研究開
発法人土木研究所が本業務を履行できる唯一の機関と判断し、当該法人との随意
契約手続に移行するものである。
　よって、本業務については、会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計
令第１０２条の４第３号により、上記法人と随意契約を締結するものである。

国立研究開発法人土木研究所水理実験施設

土木関係建設コンサルタント業務

履 行 期 間 (自) 令和　７年　４月　２日

履 行 期 間 (至) 令和　８年　９月３０日
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